外来漁船誘致経済効果誘発促進事業
市内飲食店（お食事サービス券協力店）の募集について



１．協力店募集期限
令和８年７月１４日（火）


２．市内飲食店お食事サービス券有効期限
令和８年１２月３１日（木）までとする。


３．目　　的
　外来漁船の誘致拡大に向けた取組みを進めることにより、乗組員の市街地区への誘引による交流人口の拡大を図り、さらなる地域経済活性化につなげることを目的とする。


４．内　　容
◆外来漁船員限定入港歓迎リーフレットの作成と配布
　根室市外来漁船誘致促進会（以下、促進会という）が作成する、外来漁船員限定リーフレットを花咲港に水揚げのある外来漁船乗組員に配布し活用を図る。


５．サービス内容・条件
◆市内飲食店お食事サービス券
（１）本事業に賛同した市内飲食店（以下、協力店という）において使用することが出来るお食事
サービス券である。
（２）額面については１枚につき1,000円とする。なお、つり銭は発生しないものとする。
（３）本サービスを受けるには、リーフレットに綴られるサービス券を提出することが必要。


６．協力条件
（１）根室市内の飲食店であること。
（２）サービス券の利用があった協力店は、利用枚数を事前に市事務局に電話連絡し、事務局（根
室市役所２階水産振興課）まで報告した枚数分のサービス券を持参すること。
　　　※但し、市事務局まで持参することが困難な場合は、別途調整することとする。
　　　事務局は持参されたサービス券の枚数を確認後、助成金を支払うものとする。
（３）サービス券の引換にて助成金を支払うため、利用のあったサービス券は必ず保管すること。


７．提出締切
[bookmark: _GoBack]協力店は、令和８年７月１４日（火）までに、協力申請書を促進会事務局に提出すること。


８．申込・お問合せ先
　
　〒087-8711 根室市常盤町2丁目27番地　
根室市外来漁船誘致促進会事務局
（根室市水産経済部水産振興課内）
TEL：0153-23-6111（内線2234）　FAX：0153-24-8692
